
 

 

 

 



  県内の他センターで事故(骨折)が発生  剪定作業:落下事故 

 

 

 

 

 

 

転倒・転落事故防止のために 

１．加齢による身体の機能低下を十分認識し無理をしないようにする 

２．作業に適した服装、履物、保護具等を必ず着用する 

    ３．作業の着手前に周辺をよく観察し、段差や、現場の凹凸などを頭に入れて作業する 

    ４．脚立、三脚脚立の安全な使用方法を守る 

    ５．脚立の上り下りには充分気を付ける 
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No 区 分 性別・年代 事故の内容 損害の程度 

     

 
  安全は全てに優先する・・・声かけを行うなど周囲の状況を確認しながら作業を行ってください 
   ◎仕事をするときは急いだり、慌てたりせず、安全第一を心がけましょう 
   ◎共同で仕事をするときは、合図・連絡を正確に行いましょう 
 
※事故が発生した場合、すみやかに事務局に電話連絡してください（ཛྷཝཞཟའ0859-32-2633） 

   一刻を争う場合は、迷わず 「１１９番通報」 して救急車を呼んでください 


